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申告期間　 ～３月15日（木）
申告会場　 朝日町役場２階第１・２会議室　９時～11時及び13時～16時

医療費控除は領収書が提出不要となりました
　平成29年分の確定申告から、領収書の提出の代わりに「医療費控除の明細書」の添付が必要となり
ました。
　※医療費の領収書は自宅で５年間保存する必要があります。
　　（税務署から求められたときは、提示又は提出しなければなりません。）
　※医療保険者から交付を受けた医療費通知を添付すると、明細の記入を省略できます。
　　（医療費通知とは、健康保険組合等が発行する「医療費のお知らせ」などです。）
　（注）平成29年分から平成31年分までの確定申告については、医療費の領収書の添付又は提示によることもできます。

上場株式等の配当所得および株式譲渡所得の課税方法の選択
　源泉徴収を選択した特定口座の配当所得は、確定申告をしても町民税・県民税税額決定通知書・納
税通知書が送達される日までに、町民税・県民税申告書を提出することで、所得税では配当所得を申
告し、住民税では申告しないなど、所得税と異なる町民税・県民税の課税方法（申告不要制度・総
合・申告分離課税）が選択できるようになりました。

マイナンバーの記載等について
　確定申告書、町民税・県民税申告書を提出するときは、

　　マイナンバー（12桁）の記載　+　本人確認書類の提示又は写し　   が必要です。

問い合わせ先：税務課　TEL 377－5655

　平成30年度からごみ収集日程表の様式をカレンダー方式に変更します。
　日程表で収集日をご確認いただき、決められた収集日に決められた集
積場へ朝８時30分までに出してください。

税の申告・相談を行っています
町県民税の申告・所得税の確定申告

※狂犬病予防注射は毎年１回必ず受けな
ければなりません。また、新しく犬
（生後91日以上）を飼い始めたとき
は、登録（生涯１回のみ）が必要です。

※左記日程でご都合の悪い場合は、最寄
りの動物病院でも注射を受けることが
できますので、必ず注射を受けてくだ
さい。

※注射の際（動物病院でも同様）には、
案内はがきを必ずご持参ください。

※引越ししたとき、飼い主が変わったと
き、犬が死亡したときなどは、その都
度、町民環境課へ届けてください。
（犬鑑札をご持参ください）

　平成30年度の狂犬病予防注射及び畜犬登録を下記の
日程にて実施いたします。

狂犬病予防注射と
畜犬登録について

町民環境課　TEL：377－5653
朝日町、川越町組合立環境クリーンセンター　TEL：365－9017

ごみ収集日程表の様式変更のお知らせ

問い合わせ先　町民環境課　TEL 377－5653

日　時　４月５日（木）13時～15時　
場　所　役場前駐車場
料　金　注射料金3,200円　登録料金3,000円　
　　　　※注射料金は、注射代2,650円＋済票550円
　　　　　（おつりがないようにお願いします）

ルールを守って～美しい町を！　～
【新しいごみ収集日程表】

＜問い合わせ先＞

若者サポートステーション
出張相談 　朝日（無料・要予約）in

北勢
地域

内容：就労に対するさまざまな相談をお受けします。
対象：15～39歳で無職の方
　　　（ご家族・関係者・在学中でも可）
日時：3月28日（水）10時～12時
場所：朝日町役場　相談室
問い合わせ・申込先：北勢地域若者サポートステーション
　　　　　　　　　　TEL 359－7280


